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１ 起きてはならない最悪の事態を回避するための施策及び国土強靭化の推進方針 

 

基本目標１ 市民の生命と財産を守るインフラを強靱化する 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－１ 行政施設及び職員の被災による行政機能の大幅な低下 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①道の駅における防災拠点機能の確

保 

〇秋田県防災・減災・県土強靭化計画に、道の駅

における防災拠点機能の確保を図るため、施

設整備及び機能強化を推進すると定められて

おり、連携・活用する必要がある。 

〇道の駅象潟と連携し、大規模災害時等の広域

的な支援拠点又は地域の一時避難所として引

き続き活用する。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－２ 地域交通ネットワークの分断 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①道路施設の防災対策、耐震化・老

朽化対策 

〇道路施設の防災対策については、国・県等と連

携して橋梁の耐震補強や落石、土砂崩落等の

危険箇所における道路法面対策などを進めて

おり、災害に強い道路ネットワークを構築す

るため、道路施設の防災対策を一層推進する

必要がある。 

〇救急救援活動・物資供給等に必要な緊急輸送

道路や避難路について、整備を推進する必要

がある。 

〇平時よりパトロールや防災点検等により危険

箇所の把握に努め、これらの対策工事を実施

し、着実に道路防災対策を推進する。 

〇電柱倒壊による道路閉塞等の被害を防止し、

緊急輸送道路としての機能を確保できるよ

う、道路ネットワークの機能強化や市街地の

緊急輸送道路上の無電柱化検討を進める。 

 建設課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①下水道施設の耐震化・耐水化 〇地震時においても必要最低限の下水処理機能

を確保するため、施設の重要度に応じた優先

度を考慮の上、防災を基本としつつ減災を組

み合わせた耐震対策を段階的に実施する必要

〇現況施設の耐震性能を評価するとともに、耐

力不足等により要求性能が確保できないおそ

れがあると判断される施設については計画的

に耐震化を実施する。 

・地震対策上重要な処

理場・ポンプ場施設

の耐震化率 

 【R7】67％ 

上下水道課 
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がある。 

〇集中豪雨等による浸水に対して、処理システ

ムの停止等による機能不全を未然に防止する

ため、浸水のおそれのある処理場及びポンプ

場の耐水化を図る必要がある。 

〇集中豪雨等により浸水のおそれのある処理場

及びポンプ場については、浸水による下水処

理機能の停止などの機能不全が生じないよ

う、耐水化計画を策定するとともに、同計画に

基づき施設の耐水化を実施する。 

 →【R12】83％ 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－４ 大地震による建物等の倒壊や火災による死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①空き家対策 〇大規模災害発生時に、空き家の倒壊による道

路の閉塞や周辺住宅への被害、火災発生など

を防止するため、適切な対応をする必要があ

る。 

〇にかほ市空家等対策計画に基づき、空き家等

の適正管理の周知を図り、管理不全な空き家

等に対しては、所有者に適正な管理を促すと

ともに、県や民間組織等と連携して総合的な

空き家対策を推進する。 

 生活環境課 

②公共特定建築物等の耐震化 〇不特定多数の者が利用する特定建築物等の耐

震化を早急に進める必要がある。また、吊り天

井など非構造部材、昇降機等の建築設備、ブロ

ック塀等の耐震対策を促進する必要がある。 

〇市内の防災拠点施設の耐震化を一層促進する

必要がある。 

〇公共特定建築物の耐震化率は 100％となって

おり、旧耐震基準の公共建築物の耐震化を「に

かほ市公共施設個別施設計画」に基づき推進

する。 

また、吊り天井など非構造部材、昇降機等の建

築設備、ブロック塀等の耐震対策を促進する。 

〇集会施設の耐震改修に対する補助制度を継続

し、耐震化を推進する。 

 防災課 

総務課 

③公営住宅の長寿命化 〇市営住宅について、計画的な修繕、改善等に努

め、老朽化対策を図る必要がある。 

〇「公営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な

修繕、改善等を行い、老朽化対策を図る。 

 建設課 

④社会福祉施設等の耐震化 〇社会福祉施設等は、自力で避難することが困

難な者が多く利用することから、その耐震化

を促進する必要がある。 

〇未耐震施設の状況や施設設置者の改修計画等

を踏まえつつ、補助事業等の活用により、耐震

化を促進する。 

 長寿支援課 

⑤学校施設の耐震化 〇学校施設について、児童生徒の安全性の確保

や災害時の避難所としての利用のため、適切

な維持管理を行う必要がある。 

〇学校施設の耐震化改修はなされており、今後

は、児童生徒の安全性の確保や災害時の避難

所としての利用を想定し計画的な維持管理・

更新を行う。 

 教育総務課 

⑥指定文化財・史跡の耐震化 〇国指定文化財は、建築基準法の適用から除外

され、県・市指定文化財は同法適用除外の対象

になり得るものではあるが、見学者の安全を

図るため、施設の耐震化や防火設備等の現状

を把握するとともに、対処方針を作成し安全

性の確保に努める必要がある。 

〇施設の耐震化や防火設備の整備を推進すると

ともに、民間所有者にも働きかける。 

 文化財保護課 
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起きてはならない最悪の事態 

１－５ 大規模津波等による死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①堤防の整備 〇津波遡上の可能性がある河川について、堤防

の整備を推進する必要がある。 

〇現況調査・検討のうえ堤防の嵩上げや耐震化

等の対策を推進する。 

 建設課 

②津波避難関連設備の整備 〇津波からの避難を確実に行うため、設備整備

等ハード面の対策が必要である。 

〇道路情報板による津波情報の提供や、想定浸

水深・避難方向等の表示板の設置増を図る。 

〇津波に対応する緊急避難場所の指定増と、ソ

ーラー街灯の整備に取り組む。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－６ 集中豪雨等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①流域治水対策 〇洪水を安全に流下させるための河道の掘削、

築堤、護岸の整備などの治水対策を実施して

いるが、近年、気候の変動による局地的な大雨

（いわゆるゲリラ豪雨）が急増しているため、

あらゆる関係者が共同で流域治水対策を推進

する必要がある。 

〇県と連携して治水対策を推進し、近年、洪水被

害のあった箇所から優先的に改修等に取り組

む。 

〇短期間で流下能力を向上させる伐木・河道掘

削を推進し、早期の治水安全度の向上を図る。 

 建設課 

②内水浸水対策 〇局地的な大雨の頻発により、道路冠水等の内

水氾濫のリスクが増大しているため、対策を

進める必要がある。 

〇過去に冠水被害のあった箇所から優先的に対

策を進める。 

 建設課 

上下水道課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－７ 大規模な火山噴火・土砂災害等による死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①避難小屋等の強化 〇鳥海山に設置されている避難小屋について、

噴石等の衝撃に耐えることができる施設に改

修等を実施する必要がある。 

〇想定火口域から２㎞以内に位置する鉾立山荘

について、県と連携して噴石等への衝撃耐力

を向上する改修工事を進める。 

 観光課 

②土砂災害対策施設の整備 〇土石流や崖崩れ等の土砂災害から人命・財産

を保全するため、土石流危険渓流・地すべり危

険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における

対策施設の整備を一層推進する必要がある。 

〇県と連携して、要配慮者利用施設や重要な公

共施設などを保全対象とする土石流・急傾斜

地崩壊危険箇所及び地すべりの兆候のある箇

所などについて、重点的に対策施設の整備を

推進する。 

〇砂防施設の整備については、県が砂防堰堤や

流木止めなどの設置を計画的に進めている。

 建設課 
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引き続き、県と連携して、砂防施設の新たな整

備箇所の調整を行う。 

③土砂災害による住宅被害の軽減 〇土砂災害による住宅被害を軽減するため、土

砂災害特別警戒区域等に所在する住宅に対す

る施策が必要である。 

〇土砂災害による住宅被害を軽減するため、土

砂災害特別警戒区域等に所在する住宅の移転

を推進する。 

 建設課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－８ ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①ため池のハザードマップ作成の推

進 

〇劣化し改修を要するため池について、「ため池

ハザードマップ」による二次災害発生予測に

基づき、総合的な防災・減災対策を検討する必

要がある。 

〇決壊すると多大な影響を与えるため池につい

ては、住民の避難に資する「ため池ハザードマ

ップ」の更新に取り組み、地域住民の二次災害

発生による被害を防止する。 

 農林水産課 

②農業用ため池の整備 〇老朽化等により漏水・クラック・断面変形など

が認められるため池について、補修・補強等を

検討する必要がある。また、使用していないた

め池については、廃止を検討する必要がある。 

〇県と連携を取りながら、防災重点農業用ため

池の巡回を実施し、必要に応じた補修・補強等

を実施する。また、使用していないため池につ

いては、廃止について管理者と協議する。 

 農林水産課 

 

起きてはならない最悪の事態 

１－９ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①農地・農業用施設等の保全管理の

推進 

〇洪水や土砂災害を防止するため、農地・農業用

施設等の保全管理により、防災面における農

村の多面的機能を確保する必要がある。 

〇農地が持つ保水効果や土壌流出の防止効果な

どの国土保全機能は、営農の継続により発揮

されることから、農家や地域住民が共同で行

う水路、農道等の保全管理を推進する。 

 農林水産課 

②森林整備 〇土砂災害や洪水、雪崩等の防止・緩和効果のあ

る森林育成のため、間伐等の整備を進める必

要がある。 

〇土砂災害や洪水、雪崩等の防止・緩和効果のあ

る森林育成のため、間伐等の整備を推進する。 

 農林水産課 

③治山対策 〇集中豪雨等の発生頻度の増加により山地災害

の発生リスクが高まっているため、当該発生

を防止する必要がある。 

〇荒廃森林や荒廃危険地における治山ダム等の

整備や、山地災害危険地区の周知を進める。 

 農林水産課 
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基本目標２ 自助・共助の促進により地域の防災力を強化する 

 

起きてはならない最悪の事態 

２－１ 暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①雪下ろし事故防止対策 〇市内では、雪下ろしを行う事例は稀であるが、

雪下ろしの際に転落した場合、死傷事故に至

ることがある。積雪状況や気象の見通しに基

づき、事故防止の注意喚起を行う必要がある。 

〇防災あんしんメールのほか、新たな媒体の活

用を検討し、事故防止の注意喚起を行う。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

２－２ 防災意識の低さによる死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①自主防災活動の充実・強化 〇災害による被害を最小限にとどめるために

は、住民間の情報伝達など地域防災活動の充

実が不可欠であることから、その重要な役割

を担う自主防災組織について、本市における

活性化をさらに促進する必要がある。 

〇災害時に、自主防災組織が効果的に防災活動

を行うためには平常時からの活発な活動が必

要であるため、活動の活性化を促進する必要

がある。また、女性や若者の意見を取り入れる

必要がある。 

〇引き続き自主防災組織及び連絡協議会の運営

と活動への補助を行う。 

〇県の「防災アドバイザー」や学識経験者等か

ら、町内会や自主防災組織等が行う自主防災

活動に対して、助言等をいただく機会を設け

る。 

 防災課 

②防災訓練の充実 〇災害発生時に、迅速な初動対応により被害を

最小限にとどめるためには、平常時から各種

訓練を実施することが必要であることから、

引き続き、より多くの市民の参加による実践

的な訓練に取り組む必要がある。 

〇自主防災組織、消防団、地域住民等との連携に

留意した訓練を行う。また、各地域において避

難行動要支援者の安全確保、避難所の開設・運

営等の実践的な訓練が実施できるよう取り組

む。 

・防災訓練への市民の

参加率 

防災課 

③防災教育の充実 〇地域や事業所における防災意識の向上のた

め、市ホームページなどで防災知識の普及啓

発に取り組んでいるが、引き続き、啓発内容の

充実等を図る必要がある。 

〇児童生徒が防災意識や自助の重要性を認識

し、災害発生時に自ら生命・身体を守る行動が

できるよう、学校における防災教育を進める

必要がある。 

〇引き続き防災講座等の行事を開催するととも

に、地域からの「出前講座」実施要請に応じ、

防災知識の普及啓発を行う。 

〇学校における防災教育・活動のほか、防災計画

の見直し等、連携・協力できる分野を模索す

る。 

 防災課 

学校教育課 
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④津波避難計画・ハザードマップの

策定、津波避難体制の整備 

〇平常時の津波防災教育・啓発や避難訓練、津波

警報等の発令時の避難対象地域、緊急避難場

所、避難経路、避難指示等を発令するための情

報 収集 ・伝達方法等を定めた「津波避難計

画」を策定する必要がある。 

〇県が設定・公表した津波浸水想定結果に基づ

く「津波ハザードマップ」を作成し、想定され

る被害の範囲や規模、避難の場所・方向等の周

知を図る必要がある。 

〇「津波避難計画」は平成 26 年度に策定してい

るが、見直しと更新に取り組む。 

〇「津波ハザードマップ」は令和 6年度に更新し

ており、その活用について啓発する。 

〇日本海中部沖地震の津波被害の 5月 26 日「県

民防災の日」に津波避難訓練を実施している

が、形式的になっており改善に取り組む。防災

講座等を実施し、対象となる住民の津波防災

意識の一層の向上を図る。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

２－３ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①自助による備蓄の推進 〇家庭における備蓄については、市民に対して

３日分の食料と飲料水の備蓄を要請してお

り、引き続き周知のための啓発活動を行う必

要がある。 

〇防災訓練・講座や、地域での「出前講座」にお

いて、備蓄についての普及啓発を行う。 

 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

２－４ 地域コミュニティの崩壊等による復興等の大幅な遅れ 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①自主防災活動の充実・強化（再掲） 

【２－２①】 

②地域コミュニティの維持 〇大規模災害時にお互いが支え合う「共助」は、

地域コミュニティが基盤であり、住民が主体

となった地域課題解決に向けた取組みの支援

や地域の拠点づくりの支援などを通して、平

常時から住民が互いに支え合う関係の維持や

深化を図る必要がある。 

〇人口減少や高齢化、生活様式の変化により、地

域コミュニティの存続が難しくなっている状

況であるが、地域コミュニティの再構築を推

進し、住民が互いに支え合う関係を維持でき

るよう取り組む。 

 連携推進課 

③消防団への加入促進 〇社会情勢の変化等により消防団員数は減少傾

向にあり、確保のための対策が必要である。 

 

〇消防団員の確保のため、広報活動を行い、加入

促進を図る。 

〇老朽化した消防団ポンプ車庫について、計画

的な更新を図る。 

・消防団の新規団員数 

 【R7】22 人 

 →【R12】20 人 

消防本部 
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起きてはならない最悪の事態 

２－５ 大地震による建物等の倒壊や火災による死傷者の発生（1-4 の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①住宅の耐震化 〇市内の住宅の耐震化率は上昇しているが、引

き続き耐震化を促進する必要がある。 

〇住宅の耐震化促進に向けて、普及啓発や耐震

診断・改修に対する補助を継続する。 

・住宅の耐震化率 

 【R7 推計】85.9％ 

 →【R12 目標】 

   95.0％ 

防災課 

②家具類の固定など室内安全対策 〇近年発生した大規模地震では、家屋の倒壊に

よるもののほか、住宅におけるタンス等の家

具の転倒により多くの死傷者が出ていること

から、家具類の転倒防止対策を推進する必要

がある。 

〇家具類の固定について、防災講座・出前講座等

で普及啓発を図る。 

 防災課 

③住宅用火災警報器の設置 〇火災からの逃げ遅れによる死者等の増加を防

ぐ必要がある。 

〇住宅用火災警報器の設置の働きかけや、適切

な維持管理（点検・交換）に関する啓発を行う。 

 消防本部 

 

 

 

 

 

基本目標３ 公助の推進により災害への対応力を強化する 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－１ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れに伴う死傷者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①関係行政機関等による情報共有体

制の強化 

〇災害時には、県、消防、警察、気象台など関係

機関との情報共有体制が必要不可欠であり、

被害の軽減や迅速な応急救助を図るため、今

後もこれらの関係機関の連絡体制を強化する

必要がある。 

〇災害時における県・消防・警察・気象台など関

係機関との情報共有や連絡体制の強化を図

る。 

 防災課 

②秋田県総合防災情報システムによ

る迅速かつ確実な情報伝達体制の

強化 

〇大地震など大規模災害発生時に通信事業者回

線が機能しない場合でも、行政機関相互の通

信手段を確保するため、秋田県総合防災情報

システムが構築されているが、機器の取り扱

いなど操作訓練が必要である。 

〇定期的に実施される受発信訓練に参加し、災

害時における秋田県総合防災情報システムの

確実な運用に努める。 

〇様々な災害関連情報を一元的に分析し、地図

上に可視化する等の機能が追加された次期総

合防災情報システムが、令和７～８年度に整

 防災課 
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備、令和９年度から運用される。 

③災害時における住民への情報伝達

の強化 

〇災害時には、住民に対して防災情報や避難情

報を迅速かつ確実に伝達する必要があるが、

その手段として非常に有効である同報系防災

行政無線など情報一斉伝達システムについ

て、機能維持を図る必要がある。 

〇災害時の住民への情報伝達手段として、登録

制メールなど多様化が進められている。今後

は、ＳＮＳ等による効果的な情報伝達手段の

構築等を促す必要がある。 

〇令和 5・6年度に防災行政情報伝達システムを

導入し、屋外放送と同時に文字情報を一斉メ

ール・ＳＮＳ等にて発信する体制を構築して

おり、保守管理等で機能維持を図る。 

 また、災害種別、発令地域、天候状況、時間帯

等を考慮のうえ効果的な情報発信に努める。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－２ 液状化による被害の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①液状化ハザードマップの作成 〇市民に対して液状化に関するリスク情報を提

供するため、国が作成する「液状化リスクマッ

プ」を基に、液状化の危険度について周知する

必要がある。 

〇液状化リスクマップに避難に係る情報等を追

記した「液状化ハザードマップ」の作成に取り

組む。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－３ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①孤立危険性のある集落との通信手

段等の確保 

〇孤立危険性のある集落において、道路の寸断

等により孤立した場合に備えて、非常用通信

設備・自家発電機の整備、急患や物資の輸送を

行う際に必要となるヘリコプターの離着陸場

所を確保する必要がある。 

〇自主防災組織と連携し、非常用設備の整備と

ヘリポートの確保に取り組む。 

 防災課 

②緊急物資の備蓄 〇孤立想定地区ごとに、飲料水、給水用品、食料

品、生活雑貨、冷暖房器具、燃料、医薬品等の

物資の備蓄を進める必要がある 。 

〇自治会館や周辺の公共施設への備蓄を進め

る。 

 防災課 

③孤立危険性のある集落への接続路

線の確保 

〇被災時において孤立集落の発生を防ぐため、

集落への接続路線における防災対策を推進す

る必要がある。 

〇県と連携して、集落への接続路線における落

石等危険箇所の防災対策工事、雪崩・防雪施設

の整備等を推進する。 

 建設課 

④道路施設の防災対策、耐震化・老朽化対策（再掲） 

【１－２①】 

⑤土砂災害対策施設の整備（再掲） 

【１－７②】 
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⑥治山対策（再掲） 

【１－９③】 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－４ 消防、警察等の被災等による救助・救急活動の停滞 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①消防施設の機能維持 〇消防本部及び消防署施設において、大規模災

害発生時の機能維持を可能とするため、当該

機能維持に関する対策が必要である。 

〇施設の耐震化、非常用発電機の設置は完了し

ており、消防車両の計画的な更新など、大規模

災害発生時にも機能維持が可能となる対策を

促進する。 

 消防本部 

②消防施設における燃料の確保 〇燃料の備蓄のほか、消防署の近隣給油スタン

ドとの優先給油協定の締結等により、災害時

における緊急車両等の燃料を確保する必要が

ある。 

〇地下タンク等の常設タンク、燃料補給車又は

携行缶等の保管により、７２時間の非常電源

を確保し、通信指令システム等の稼働に支障

がないよう燃料の確保に努める。 

 消防本部 

③大規模災害時の消防力の確保 〇大規模災害時には、地域の消防力の不足が懸

念されるため、緊急消防援助隊など専門部隊

の災害対応能力の強化に向けた対策が必要で

ある。 

〇他県で発生する大規模災害時に緊急消防援助

隊を派遣することになった場合、市内の災害

に対応すべき消防力の低下が懸念されるた

め、その対策が必要である。 

〇緊急消防援助隊など専門部隊の災害対応能力

の強化に向けた恒常的な訓練及び組織間の合

同訓練の充実を図るとともに、「緊急消防援助

隊受援計画」を策定する。 

〇他県に緊急消防援助隊を派遣することになっ

た場合に備え、定期的な訓練の実施や秋田県

隊派遣時における管内及び県内応援体制の構

築等により、県内各市町村の相互応援協定の

実効性を確保する。 

 消防本部 

④消防団への加入促進（再掲） 

【２－４③】 

⑤消防団員の技術力の向上 〇地域防災力の中核を担う消防団員の知識・技

術の習得や資質向上を図る必要がある。 

〇消防操法訓練大会や訓練・研修の実施、消防学

校での教育訓練等で資質向上を図る。 

 消防本部 

⑥津波災害時の消防団員の安全確保 〇津波災害時に消防団が安全に活動できるよ

う、対策が必要である。 

〇津波災害時に消防団が安全に活動できるよ

う、「消防団地震津波行動マニュアル」を策定

しており、今後も随時更新に取り組む。 

 消防本部 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－５ 多数の帰宅困難者等の発生に伴う避難所等の不足 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①指定緊急避難場所、指定避難所の

指定等 

〇指定緊急避難場所、指定避難所の位置、避難経

路等について周知を図る必要がある。 

〇引き続き指定避難所等について周知を図ると

ともに、新規の指定を検討する。 

〇要支援者の安全確保を図るため、福祉避難所

 防災課 
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について新規の指定を検討する。 

②避難所以外の場所に滞在する被災

者への支援 

〇近年の災害では、ライフラインが途絶した自

宅のほか、車中泊やテント泊など、指定された

避難所以外の場所に滞在する被災者の把握等

が課題となっているため、対応の必要がある。 

〇指定された避難所以外の場所に滞在する被災

者について、避難場所の把握やエコノミー症

候群の予防方法等の情報提供など、対応策を

用意する。 

 防災課 

③福祉避難所開設・運営マニュアル

の策定 

〇福祉避難所について、設置・運営マニュアルを

策定し、必要時の迅速な福祉避難所の設置及

び円滑な運営を図る必要がある。 

〇福祉避難所の設置・運営マニュアルの策定に

取り組む。 

 防災課 

④天井落下防止対策の推進 〇文部科学省で定めるその他天井（※）の落下防

止対策が必要である。 
※その他天井：天井高が６ｍを超えるつり天井、また

は天井面積が２００㎡以上のつり天井 

〇学校施設における「その他天井」の落下防止改

修は平成２７年度に工事実施済みである。今

後は、児童生徒の安全性の確保や災害時の避

難所としての利用を想定し、計画的な維持管

理を行っていく。 

 教育総務課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－６ 医療施設及び関係者の不足・被災等による救助・救急活動の停滞 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①災害時における医療機関等との連

携強化 

〇災害時での体系的な災害時医療提供体制のた

め、県、地区医師会、病院、消防機関など関係

機関との役割分担の明確化、連携強化を図る

必要がある。 

〇災害時医療提供体制の強化を図るため、関係

機関と研修会を開催しながら、地域保健医療

福祉調整本部との連携、役割分担の明確化を

図る。 

〇災害時対応・災害応援を受け入れる際の体制

等を定めた「にかほ市災害時保健活動マニュ

アル」について、今後も随時更新に取り組む。 

 防災課 

健康推進課 

消防本部 

②医療機関での非常時対応体制の確

保 

〇災害発生時における医療施設内での医療活動

について、停電等による医療活動の遮断を防

止し、継続した医療提供体制の確保を図る必

要がある。 

 

〇医療機関の要請に備え、自家発電等の燃料供

給についての協定締結等を検討し、医療提供

体制の確保を図る。 

〇救助・救急等にあたる緊急車両や医療機関等

へ供給する燃料を確保するため、石油関係団

体と締結した協定に基づき、優先的に供給す

る緊急車両や医療機関等の重要施設の範囲の

拡大や具体的な実施方法を確認する。また、石

油関係団体以外の燃料供給事業者とも同様の

取り扱いを進める。 

 防災課 

健康推進課 

消防本部 

③ドクターヘリの活用による救急医

療体制の充実 

〇ドクターヘリについて、安全かつ円滑な運航

の確保に努めるとともに、災害発生時を含め

た救急医療体制の一層の充実を図り、ドクタ

ーヘリを導入している隣県との広域連携を推

進する必要がある。 

〇ドクターヘリについては、絶えず出動要請基

準の見直しや症例検討会による事後検証等を

実施し、安全かつ円滑な運航の確保に努めて

いる。災害発生時を含めた救急医療体制の一

層の充実を図るため、冬季間も使用可能なラ

 消防本部 
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ンデブーポイントの確保、将来を見据えた搭

乗医師等の確保、隣県との広域連携を推進す

る。 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－７ 被災地における感染症等の大規模発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①感染症対策 〇新型インフルエンザ等感染症の感染がみられ

る場合においても、災害が発生することはあ

る。その際に感染症の感染拡大に陥るおそれ

があり、感染防止を図る必要がある。 

〇避難所における感染症のまん延防止対策が必

要である。 

〇市新型インフルエンザ等行動計画に基づき、

感染防止に努める。 

〇感染防止のため、密閉、密集、密接の３密を回

避し、マスクの着用、うがい、手洗い、アルコ

ール消毒などの防止策を励行する。 

〇避難所においては、感染者専用のスペースや

導線を確保するなど、健常者との接触を避け

るようにする。 

〇感染者などの対処は、保健所の指導のもとに

行う。 

・新型インフルエンザ

等行動計画の更新 

健康推進課 

防災課 

 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－８ 災害関連死者の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①避難所における良好な生活環境の

整備 

〇避難指示等の発令後のスムーズな避難者の受

入れと避難所における良好な生活環境を確保

するため、平時から取組を行う必要がある。 

〇避難所開設準備から閉鎖までの流れ、避難所

運営の体制づくり、避難所運営のルール、感染

症対策等を整理した「避難所開設・運営マニュ

アル」を更新し、要配慮者や女性、多様な視点

を取り入れた避難所づくりに取り組む。また、

指定避難所への非常用電源や燃料の備蓄、毛

布、暖房器具など必要な資機材の整備、プライ

バシーの保護や男女双方の視点に配慮した環

境の整備及び感染症対策等に平時から取り組

む。 

・避難所開設・運営マ

ニュアルの更新 

防災課 

各公民館 

②避難所等の役割を果たす公立学校

施設の耐災害性強化 

〇避難所となる学校施設では、被災した地域住

民を受入れ、食事の提供、生活関連物資の配布

等、様々な活動が行われるため、必要なスペー

スや備蓄等を確保するとともに、電気、ガス、

水道、情報通信等の機能を保持できるよう、代

替手段も含めた対策をあらかじめ講じておく

必要がある。また、障害者、高齢者等の特別な

〇平時において災害時における学校施設利用計

画を定め、避難所として提供できるスペース

や受入可能人数、移動動線などをあらかじめ

決定しておくとともに、各学校が有している

防災機能と不足する機能や備蓄品も具体的に

把握する。特に夏季又は冬季の体育館空調設

備の整備を計画的に推進する。 

・災害時における学校

施設利用計画の策定 

防災課 

教育総務課 

学校教育課 
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配慮が必要な方々のための専用のスペースや

バリアフリー化を進めておくことも重要とな

る。 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－９ 災害廃棄物の処理の停滞による復旧の大幅な遅れ 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①災害廃棄物処理体制の構築 〇大規模な災害が発生した場合に、早期の復旧・

復興を図るため、その妨げとなる災害廃棄物

の円滑な処理を行う必要がある。 

〇環境省の「災害廃棄物対策指針」を踏まえ、大

規模な災害が発生した際に、災害廃棄物を適

正・円滑・迅速に処理し、被災した市民の生活

環境の保全と公衆衛生上の支障の防止を図り

ながら復旧・復興に資することを目的に「災害

廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物の処理

体制を構築する。計画の実効性を確保するた

め、定期的な見直しを行い、持続的な計画とす

る。 

 生活環境課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－１０ 人材の不足による復旧・復興の大幅な遅れ 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①災害ボランティアセンターの設

置・運営 

〇大規模災害時に「災害ボランティアセンター」

を迅速に設置し、ボランティア活動が円滑に

行われる体制を整備する必要がある。 

〇災害ボランティアの確保の取組みを推進する

必要がある。 

〇市社会福祉協議会と災害協定を締結し、「災害

ボランティアセンター設置・運営マニュアル」

が策定されているが、引き続き情報交換・連携

を図り、災害ボランティアセンター協定の更

新を含め、体制強化に取り組む。 

〇県社会福祉協議会の災害ボランティア事前登

録制度を周知する。 

 防災課 

福祉課 

②災害対応に不可欠な建設業との連

携 

〇各種建設関係団体と災害時における応急対策

への支援について協定を締結しているが、大

規模災害時において、建設関係事業者の広域

的な応援協力による応急対策が行われるよ

う、引き続き連携を図る必要がある。 

〇応急対策が迅速かつ効果的に行われるよう、

防災訓練等を通じ一層の連携強化を図る。 

 防災課 

③建設業の担い手の確保・育成 ○近年、建設業界への若年入職者の減少、技能労

働者の高齢化等による担い手不足が懸念され

ていることから、業界団体と行政が連携して

担い手の確保を図る必要がある。 

〇各種建設関係団体と連携し、道路啓開等の復

旧・復興を担う人材（専門家、コーディネータ

ー、労働者、地域に精通した技術者等）の育成

支援を行うとともに、就労環境の改善を図る。 

 建設課 
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起きてはならない最悪の事態 

３－１１ 行政施設及び職員の被災による行政機能の大幅な低下（１－１の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①市の業務継続体制の強化 〇災害時における市の業務継続体制を強化する

ため、災害時の課室ごとの優先業務や職員参

集・安否確認方法、執務環境の確保等を定める

必要がある。 

〇「にかほ市業務継続計画」を策定し、課室ごと

の非常時に優先すべき応急業務及び通常業務

を明らかにするとともに、職員の参集や安否

確認、執務環境の確保等について定めており、

引き続き組織体制の変更等を踏まえ、適宜見

直しを行う。 

〇新型インフルエンザ等感染症の感染拡大時に

より勤務できない市職員が増加した場合にお

いても、市民生活に密着する行政サービスな

どを維持するため、「にかほ市新型インフルエ

ンザ等対策業務継続計画」を策定しており、引

き続き業務継続に必要な体制整備を進める。 

・業務継続計画の更新 防災課 

②庁舎等の耐震化・維持管理 〇象潟庁舎と消防署は、耐震基準を満たし、金浦

庁舎・仁賀保庁舎は、耐震改修がなされてい

る。大規模な地震発生時には、防災活動拠点施

設としての機能を確保する必要がある。 

〇施設や設備の老朽化に伴う維持補修等、必要

な取り組みを進めてきたが、今後は、市公共施

設等総合管理計画に基づき、施設の長寿命化

を推進するとともに、計画的な維持管理・更新

を行う。 

 財政課 

③停電時の行政機能の確保 〇停電時の行政機能の確保のため、商用電力が

途絶した場合に備える必要がある。 

 

〇庁舎への自家発電装置を設置済みである。ま

た、自家発電装置の燃油残量（３日分）の維持

に努める。 

 財政課 

④ＩＣＴ部門における業務継続体制

の整備 

〇非常時でも優先的に実施しなければならない

業務に不可欠な情報システムについて、業務

の継続性を確保するための対策を講じる必要

がある。 

 

〇非常用コンセントから情報通信機器等への給

電のため、庁舎各フロアに電工ドラム、ＬＡＮ

ケーブル及び作業灯を常備し、停電対応訓練

等により、これらの使用方法の習熟を図る。 

〇災害時のシステム不稼働というリスクを減ら

すため、クラウドの導入やデータセンターな

どを活用する。 

 総務課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－１２ 集中豪雨等による広域かつ長期的な市街地の浸水（１－６の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①洪水ハザードマップの作成 〇洪水に対する住民等の円滑かつ迅速な避難に

資するため、想定最大規模降雨による洪水浸

水想定区域の指定等を踏まえ、想定される被

害の範囲や規模、避難場所等について周知す

〇想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域等

を踏まえた洪水ハザードマップの作成と、想

定される被害の範囲や規模、避難場所等の周

知を行う。 

・洪水ハザードマップ

の作成 

防災課 
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る必要がある。 

②高潮ハザードマップの作成 〇高潮に対する住民等の円滑かつ迅速な避難に

資するため、想定最大規模の高潮による高潮

浸水想定区域の指定等を踏まえ、想定される

被害の範囲や規模、避難場所等について周知

する必要がある。 

〇想定最大規模の高潮による浸水想定区域の指

定等を踏まえた高潮ハザードマップの作成

と、想定される被害の範囲や規模、避難場所等

の周知を行う。 

・高潮ハザードマップ

の作成 

防災課 

③内水ハザードマップの作成 〇内水氾濫に対する住民等の円滑かつ迅速な避

難に資するため、内水浸水の想定に基づく被

害の範囲や規模、避難場所等について周知す

る必要がある。 

〇内水浸水の想定に基づく内水ハザードマップ

の作成を検討する。 

 防災課 

④避難指示等の判断基準等の策定 〇市は、水害、高潮災害の危険がある場合に迅速

かつ適切な避難情報の発令を行うため、国の

ガイドラインを踏まえ、避難指示等の発令基

準を含む「避難指示等の判断・伝達マニュア

ル」を策定する必要がある。 

〇避難指示等の具体的な発令基準を予め策定・

更新しているが、今後も随時更新に取り組む。 

 防災課 

⑤迅速な避難活動に繋がる河川・気

象情報提供の強化 

〇洪水時に迅速に避難行動、水防活動等を行う

ために、河川の水位や気象情報等を観測施設

の機能強化等を図る必要がある。また、観測デ

ータを市民へ発信する体制や機能の強化を図

る必要がある。 

〇気象観測システムの更新を行い、令和 6 年度

に洪水が発生した河川等には浸水センサーを

設置した。また、「秋田県河川砂防情報システ

ム」、気象庁「キキクル」等、様々なツールを

活用し迅速な判断・発信に努める。 

 防災課 

⑥タイムラインの運用 〇災害発生の事前予測がある程度可能な台風及

び洪水予報河川等について、とるべき防災対

応を事前に計画し被害の最小化を図る必要が

ある。 

〇防災対応を時系列に沿ってまとめたタイムラ

イン（事前防災行動計画）の運用により、被害

の最小化を図る。 

 防災課 

消防本部 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－１３ 大規模な火山噴火・土砂災害等による死傷者の発生（１－７の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①火山防災協議会による火山災害対

策 

〇火山対策特別措置法に基づき、国、県、市町村、

関係機関、専門家等で構成される「鳥海山火山

防災協議会」を設置し、想定される火山現象の

状況に応じた警戒避難体制等の対策を検討す

る必要がある。 

〇鳥海山火山防災協議会による研修や訓練等を

通じて体制・対策の強化を図る。 

 防災課 

②火山避難計画・ハザードマップの

作成 

〇火山防災協議会では、鳥海山が噴火した場合

の避難計画と、噴火規模や影響が及ぶ範囲を

想定する「火山ハザードマップ」を作成する必

要がある。 

〇鳥海山火山防災協議会事業で避難計画と火山

ハザードマップは作成済みであり、今後、必要

に応じて見直しを実施する。 

 防災課 

③火山噴火に対する警戒避難体制の

整備 

〇鳥海山の火山活動の状況については、気象庁

などが設置する地震計などの観測機器により

〇平常時から火山防災関係者による顔の見える

関係を構築するとともに、防災訓練を通じて

・噴火時等の具体的で

実践的な避難計画の

防災課 

観光課 
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24 時間体制で観測・監視がなされているが、

突発的に発生する水蒸気噴火の前兆をより正

確に観測できるよう体制の強化が必要であ

る。 

〇観光客や登山者の安全確保のため、突発的な

噴火を想定した迅速な状況把握と情報伝達等

を検討する必要がある。 

連携の強化を図る。 

〇気象庁が観測・監視・評価の結果に基づき発表

する「噴火警報」「噴火予報」「噴火速報及び火

山の状況に関する解説情報」は、県の総合防災

情報システムを通じて即時に市に伝達され、

市は、この情報を住民や登山客等が把握しや

すい避難小屋や観光施設、宿泊施設等を介し

て伝達を図るほか、防災行政無線・サイレン・

緊急速報メールなど、多様な情報伝達手段を

構築する。 

策定 

 

④土砂災害ハザードマップの作成 〇住民等に対して土砂災害に関するリスク情報

を提供するため、土砂災害警戒区域・土砂災害

特別警戒区域の指定等を踏まえ、想定される

被害の範囲や規模、避難場所等を周知する必

要がある。 

〇土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の

指定等を反映した土砂災害ハザードマップを

作成済みであり、今後、必要に応じて見直しを

実施する。 

 防災課 

⑤避難指示等の判断基準等の策定、

警戒避難体制の整備 

〇市は、土砂災害の危険がある場合に迅速かつ

適切な避難情報の発令を行うため、国のガイ

ドラインを踏まえ、避難指示等の発令基準を

含む「避難指示等の判断・伝達マニュアル」を

策定する必要がある。 

〇避難指示等の具体的な発令基準を予め策定・

更新しているが、今後も随時更新に取り組む。 

〇土砂災害を想定した避難訓練を行っており、

引き続き体制の整備を推進する。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

３－１４ 防災意識の低さによる避難行動の遅れに伴う死傷者の発生（２－２の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①市の災害対応力の維持・強化 〇市は、災害対策本部の設置・運営や避難対策等

の災害対応力の維持・強化を図る必要がある。 

〇災害や危機事案が発生した際に、的確に状況

を判断し、住民避難等の初動対応等を実施す

る必要がある。 

〇継続的に各種の研修等に参加し、災害対応力

の維持・強化を図る。 

 防災課 

②避難行動要支援者名簿の作成・個

別避難計画の策定 

〇避難行動要支援者の避難支援体制を整備し、

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、「避難

行動要支援者名簿」の作成及び「個別避難計

画」を策定する必要がある。 

〇「避難行動要支援者名簿」の効果的な利用と、

「個別避難計画」の策定を自治会・関係者に呼

びかけ、引き続き避難支援体制の整備を推進

する。 

 防災課 

福祉課 

③防災訓練の充実（再掲） 

【２－２②】 

④防災教育の充実（再掲） 

【２－２③】 
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起きてはならない最悪の事態 

３－１５ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止（２－３の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①共同備蓄物資の整備 〇発災直後の生命の維持と生活の安定のため、

県と市町村は、地域防災計画において、災害発

生時に必要となる物資１９品目を「共同備蓄

品目」として指定し、避難者３万２千人分（３

日分）を整備することとしている。令和７年度

には、地域防災計画の改定により、「共同備蓄

品目」を２２品目としたことから、追加した３

品目については、令和１１年度までに目標数

量の確保に努める。 

〇目標備蓄量を確保しており、追加された３品

目を含め引き続き管理する。 

 

 防災課 

②支援物資の供給等に係る受援体制

の構築 

〇大規模災害時における民間事業者からの物資

調達等に関する協定を締結しているが、引き

続き、相手方と定期的な情報交換や緊急時連

絡体制の確認を行う必要がある。また、救援物

資の受入れ・仕分け・保管・出庫等を行う物資

集積拠点を開設するため、候補施設を予め指

定しておく必要がある。 

〇大規模災害時には、備蓄物資や協定締結事業

者からの提供物資のほか、国からのプッシュ

型支援による大量物資の輸送が想定されるた

め、これらの支援に対応できるよう体制の準

備が必要である。 

〇大規模災害時における、被災者の救助や応急

対策等を迅速かつ円滑に遂行するための体制

として、県内外の市町等との相互応援協定を

締結しているが、実効性の面に課題があるた

め、応援を受ける際の計画を策定する必要が

ある。 

〇引き続き災害協定の締結と、情報交換・緊急時

連絡体制の確認等を行い、体制強化を図る。 

〇大規模災害時における、被災者の救助や応急

対策等を迅速かつ円滑に遂行するための体制

として、他市町等の応援・物資調達を受ける際

の具体的な方針等を明示した「災害時受援計

画」を策定する。 

 

・災害時受援計画の策

定 

 

防災課 

③新物資システム（B-PLo）の活用 〇県及び市町村は、発災時に新物資システム（B-

PLo）を円滑に活用するため、操作習熟度の向

上に努める必要がある。 

〇平時からの操作訓練等を通じて、操作の習熟

を図るとともに、その登録内容を定期的に更

新する。 

 防災課 
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基本目標４ デジタル技術を活用する 

 

起きてはならない最悪の事態 

４－１ 上水道等の長期間にわたる機能停止 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①デジタル技術を活用した上水道の

管理 

〇水道施設の老朽化や人手不足等の課題を解決

するため、施設の点検や維持管理等のデジタ

ル化を進めていく必要がある。 

〇ＡＩやＩｏＴ、人工衛星などの技術の導入を

検討する。 

 上下水道課 

 

起きてはならない最悪の事態 

４－２ 被災者に対する支援の遅れ・漏れの発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①デジタル技術を活用した避難所開

設・住家被害認定調査の検討 

〇大規模災害発生時には、行政機能の低下が発

生した状況下においても、円滑な避難所運営

を実施する必要がある。 

〇速やかな被災者生活再建支援を実現するた

め、迅速かつ的確な住家被害認定調査を検討

する必要がある。 

〇災害対応力強化のため、専用システムの導入

を検討する。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

４－３ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止（２－３の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①新物資システム（B-PLo）の活用（再掲） 

【３－１５③】 

 

起きてはならない最悪の事態 

４－４ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れに伴う死傷者の発生（３－１の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①デジタル技術を活用した河川水位

等の観測・情報提供体制の強化 

〇県では、「秋田県河川砂防情報システム」によ

り、河川・ダムの水位や土砂災害危険度等の情

報をインターネットで公開していることに加

え、あきた河川メールや秋田県公式 LINE と連

〇情報提供サービスの普及促進に努めるととも

に、災害対応に活用する。 

〇市は令和 6 年度に洪水が発生した河川等には

浸水センサーを設置しており、迅速な対応と

 建設課 

防災課 
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携した情報提供も実施しており、それらの普

及促進を図る必要がある。 

情報提供に努める。 

②秋田県総合防災情報システムによる迅速・確実な情報伝達体制の強化（再掲） 

【３－１②】 

 

起きてはならない最悪の事態 

４－５ 消防、警察等の被災等による救助・救急活動の停滞（３－４の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①消防分野におけるデジタル等新技

術の導入による災害対応力の向上 

〇災害対応力の向上に向けて消防活動の省力

化・効率化を図るため、デジタル等新技術の導

入を進める必要がある。 

〇消防指令システムの高度化、緊急消防援助隊

等の受援に係るシステム整備、必要な車両・資

機材の導入、風水害対応などを想定した消防

団の資機材整備等を推進する。 

 消防本部 

 

 

 

 

 

基本目標５ 社会経済活動を支えるインフラを強化する 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－１ 電気、石油、ガスの供給機能の停止 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①災害時における石油類燃料の確保 〇災害時の緊急通行車両や避難所等に必要とな

る石油類燃料の確保のため、その調達・供給に

ついて、必要な協定の締結を行う必要がある。 

〇石油類燃料取扱業者と災害協定を締結してお

り、引き続き連携を図る。 

 防災課 

②ガス供給施設・設備の強化 〇にかほガス（株）では、地震発生時のガス漏れ

などの緊急事態に迅速かつ適切な保安措置が

とれるよう、緊急出動体制を整えている。ま

た、法令基準等に基づきガス供給設備を整備

し、耐震性の高いガス導管の使用など、ガス供

給設備の強靭化に取り組んでいく必要があ

る。 

〇同社と「ガスの安定供給に関する合意書」を交

わしており、引き続き連携を図り、ガス供給設

備の強靭化を推進する。 

 防災課 

商工政策課 
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起きてはならない最悪の事態 

５－２ 重要な商業施設の損傷、火災、爆発等 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①危険物施設の防災体制の強化 〇危険物施設災害に対応するため、施設整備と

防災体制の強化を図る必要がある。 

 

〇これまでの危険物施設災害により得られた知

見等を踏まえ、災害による被害想定、事業継続

性の確保、情報連絡体制の整備の観点から危

険物施設等防災計画を見直すなど、防災体制

の一層の充実強化を図る。 

〇災害時に、屋外タンク貯蔵所等の危険物施設

の被災により危険物が拡散し、引火などによ

る爆発等の二次災害の防止を図るため、耐震

基準に適合しない危険物施設の耐震化を促進

する。 

〇関係機関と連携して実地訓練を実施している

が、さらなる応急対処能力の向上を図るため、

より実践的な内容による訓練を実施する。 

 消防本部 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－３ 電話、携帯電話など情報通信機能の麻痺・長期停止 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①電話施設・設備の強化 〇ＮＴＴ東日本（秋田支店）では、災害に強い設

備づくりを行うとともに、移動電源車やポー

タブル衛星等の災害対策機器を配備し、災害

等の不測の事態に備えている。また、災害時の

避難施設等での早期通信手段確保及び帰宅困

難者の連絡手段確保のため、無料で利用でき

る災害時用公衆電話（特設公衆電話）の事前配

備を進めている。 

〇引き続き、災害時用公衆電話（特設公衆電話）

の維持管理を行う。 

 防災課 

②災害時における通信手段の確保 ○大地震など大規模災害発生時に通信事業者回

線が機能しない場合でも、行政機関相互の通

信手段を確保するため、自営の通信網として

県防災通信ネットワークを保有しているが、

今後、支障が出ないよう適正な時期に更新し

ていく必要がある。また、情報収集・発信のた

めの代替手段を確保する必要がある。 

○県防災通信ネットワーク及び総合防災情報シ

ステムが令和８年度に更新されるため、適切

に運用する。また、スターリンク等の導入を検

討する。 

 防災課 

消防本部 
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起きてはならない最悪の事態 

５－４ 信号機の全面停止等による重大な交通障害等の発生 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①停電時の信号機滅灯対策 〇災害発生による道路交通の混乱防止を図るた

め、停電時の信号機滅灯対策を進める必要が

ある。（県警察本部） 

〇災害発生時の停電の際は、道路交通状況等に

ついて由利本荘警察署および市幹部交番と連

絡を密にする。 

 防災課 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－５ サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①企業における事業継続体制の強化 〇企業のＢＣＰ（業務継続計画）の策定を促進す

るため、計画の必要性について普及啓発する

など計画策定を支援する必要がある。 

〇災害が発生した際に、企業が事業活動の中断

を余儀なくされた場合でも出来るだけ早期に

復旧できるようにするため、予め事業継続計

画を策定しておくことが極めて有効であるこ

とを啓発し、策定を支援する。 

 商工政策課 

②リスク分散を重視した企業誘致等

の推進 

〇リスク分散を重視した企業誘致等を推進する

必要がある。 

〇経済活動のリスク分散やサプライチェーンの

複線化に資するため、首都圏等に所在する企

業の本社機能や生産拠点の本市への移転、誘

致に向けた取り組みを推進する。 

 商工政策課 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－６ 地域交通ネットワークの分断（１－２の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①高速道路・幹線道路等の整備 〇日本海沿岸東北自動車道は、山形県と接続す

る区間の整備事業が継続されているが、国・県

等と連携して、高速道路・幹線道路等の整備を

一層推進する必要がある。 

〇災害時に重要な役割を担う緊急輸送道路や避

難路等の整備推進、高速道路・防災拠点等への

アクセス機能の強化を図る必要がある。 

〇幹線道路は国道７号だけとなっていることか

ら、あらゆる災害に対してリダンダンシー（冗

長性）機能も考慮した災害に強い道路ネット

ワークを構築する必要がある。 

〇山形県との県境区間の早期開通を要望すると

ともに、災害に強い道路ネットワークの構築

を推進する。 

 総合政策課 

建設課 

②羽越本線の高速化の推進 〇東日本大震災を教訓として、東北地域と首都

圏や西日本とを結ぶ高速交通ネットワークの

〇引き続き県・関係自治体等と連携し、羽越本線

高速化の早期実現を推進する。 

 総合政策課 
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リダンダンシー機能の重要性が再認されお

り、羽越本線高速化の整備を推進する必要が

ある。 

③路線バス等地域公共交通の確保 〇災害発生に伴い道路等が寸断され、バス路線

等地域公共交通の運行が困難な場合、道路管

理者とバス事業者との情報共有化を図り、地

域公共交通の確保を図る必要がある。 

〇高齢者等の交通弱者の移動手段を確保するた

め、日ごろから市営コミュニティバスの維持・

確保を図る必要がある。 

〇バス事業者との情報共有化により、代替路線

による迂回路運行を早期に行うなど、臨機応

変な運行を行い地域公共交通の確保を図る。 

〇市営コミュニティバスの維持・確保を図る。 

 連携推進課 

④鉄道施設の耐震化・防災対策の促

進 

 

〇災害時における鉄道利用者の安全性の確保及

び大量輸送等の鉄道機能を維持するため、予

め鉄道事業者による線路等鉄道施設の耐震性

の強化や大雨・大雪等自然災害の防止に向け

た落石防止柵等の整備について調整を図る必

要がある。 

 

〇災害発生時、鉄道事業者においては鉄道利用

者の安全確保を第一に速やかな対応を図ると

ともに、施設復旧までの期間、代行バスを運行

するなど、鉄道利用者の利便性を確保するた

めの調整を図る。 

〇鉄道事業者による線路等鉄道施設の耐震性の

強化や大雨・大雪等自然災害の防止に向けた

落石防止柵等の整備、鉄道利用者の利便性の

確保について調整を図る。 

 連携推進課 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－７ 暴風雪及び豪雪による死傷者の発生（２－１の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①道路の防雪施設の整備 〇各道路管理者（国、県、市）においては、道路

防災総点検を踏まえた要対策箇所を中心に、

雪崩防止柵、防雪柵など必要な防雪施設の整

備や流雪溝等の除排雪施設の整備を重点的に

進めているが、対策は進捗途上にあり、気象条

件の変化による新たな要対策箇所と併せて整

備を促進する必要がある。 

〇引き続き国・県と連携のうえ整備を促進する。  建設課 

②暴風雪時における的確な道路管理 〇暴風雪時において、情報連絡や緊急確保路線、

機械配置等の計画により、迅速かつ的確な道

路管理を図る必要がある。また、災害発生時に

おいては、各道路管理者による応急復旧や道

路警戒により、早期に交通路を確保する必要

がある。 

〇早期の情報収集と関係機関を含めた体制づく

りに努め、迅速かつ的確な道路管理を行う。 

 建設課 

③道路の除雪体制の確保 〇豪雪等の異常気象時には、情報共有や相互連

携を強化するなど、除雪体制の確保が必要で

ある。 

〇各道路管理者（国、県、市）は、豪雪等の異常

気象時には、情報共有や相互連携を強化する

など円滑な除雪体制の確保に努めているが、

 建設課 
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各管理者の財政事情や除雪作業を請け負う事

業者の経営環境の悪化、除雪機械の老朽化な

ど、安定的な除雪体制を確保する上で 多くの

課題を抱えており、これらの課題を踏まえた

総合的な対策を検討する。 

 

起きてはならない最悪の事態 

５－８ 上水道等の長期間にわたる機能停止（４－１の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①水道施設（配水池・管路）の耐震

化・老朽化対策 

〇水道施設の耐震化率は、基幹管路が低くなっ

ており、耐震化を進める必要がある。 

〇水道施設の老朽化対策と併せ、基幹管路の耐

震化を着実に進める。 

・重要管路施設の耐震

化率 

 【R7】42.6％ 

 →【R12】49.9％ 

上下水道課 

②電力供給停止時の水道施設の電源

確保 

〇水道施設は取送水ポンプ、電気計装設備、消毒

設備、遠方監視装置に電源供給が不可欠であ

り、長期停電時でも水道の安定給水を行うた

めに電源確保をする必要がある。 

〇自家発電設備等の整備を進め、安定給水を図

る。 

 上下水道課 

③災害時の応急給水体制などの整備 〇災害時の応急給水体制と、復旧活動のための

資機材等の整備を進める必要がある。 

〇給水拠点の確保のため医療施設、避難所等の

重要施設への配水経路の優先的な耐震化を図

る。また、速やかな応急給水や復旧活動のため

の資機材及び応急給水体制の整備を進める。 

 上下水道課 

 

 

 

 

 

基本目標６ 持続可能なインフラマネジメントを実現する 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－１ 地域交通ネットワークの分断（１－２の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①道路施設の防災対策、耐震化・老朽化対策（再掲） 

【１－２①】 
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起きてはならない最悪の事態 

６－２ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止（１－３の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①下水道に係る業務継続計画策定、

施設耐震化・老朽化対策 

〇下水道に係る業務継続計画は、災害時に備え、

更新の必要性を確認する必要がある。また、道

路下の管路施設をはじめ、施設の耐震化・老朽

化対策は着実に進める必要がある。 

〇下水道に係る業務継続計画は、より実効性の

ある計画へ洗練する。また、道路下の管路施設

をはじめ、施設の耐震化・老朽化対策は着実に

進める。 

 上下水道課 

②汚水処理施設の機能保持・老朽化

対策 

〇ポンプ施設・処理施設は、適切な維持管理を行

うとともに、老朽化対策を着実に進める必要

がある。また、災害時の汚水処理機能の保持を

図る必要がある。 

〇状態監視保全等による適切な維持管理を行う

とともに、ストックマネジメント計画等に基

づき、老朽化対策として施設の改築・更新を着

実に進める。また、非常用エンジンポンプや自

家発電機の設置を進め、災害時の汚水処理機

能の保持を図る。 

 上下水道課 

③合併浄化槽への転換促進 〇下水道供給区域外においては、老朽化した単

独浄化槽についての対策が必要である。 

〇災害に強い合併浄化槽への転換を促進する。  生活環境課 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－３ 大規模津波等による死傷者の発生（１－５の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①海岸保全施設（漁港海岸）の老朽

化対策 

〇漁港海岸における海岸保全施設は、高潮、波浪

等による防護機能の低下が懸念されるため、

長寿命化計画に基づき、対策を推進する必要

がある。 

〇漁港海岸における海岸保全施設について、長

寿命化計画に基づき、老朽化対策等を推進す

る。 

 農林水産課 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－４ 集中豪雨等による広域かつ長期的な市街地等の浸水（１－６の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①河川・ダム関連施設の老朽化対策 〇洪水被害から市民の生命・財産を守るため、河

川及びダム関連施設について、長寿命化計画

に基づく老朽化対策を推進する必要がある。 

〇老朽化の進行する河川・ダム関連施設につい

て、県と連携して老朽化対策を推進する。 

 建設課 
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起きてはならない最悪の事態 

６－５ 大規模な火山噴火・土砂災害等による死傷者の発生（１－７の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①土砂災害対策施設の老朽化対策 

 

〇土砂災害対策施設については、老朽化による

機能低下が懸念されるため、長寿命化計画に

基づく老朽化対策を推進する必要がある。 

〇老朽化の進行する砂防設備、地すべり防止施

設及び急傾斜地崩壊対策施設について、県と

連携して老朽化対策を推進する。 

 建設課 

 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－６ ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生（１－８の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①河川・ダム・海岸・砂防関連施設の老朽化対策（再掲） 

【６－３①】【６－４①】【６－５①】 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－７ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大（１－９の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①農業水利施設の保全管理 

 

〇基幹的農業水利施設（頭首工、用排水路等）の

うち、詳細な診断を要するものについては、劣

化状況把握等の機能診断を行い、必要な長寿

命化対策を進める必要がある。 

〇基幹的農業水利施設について、県と連携して

施設の長寿命化対策を進める。 

 農林水産課 

 

起きてはならない最悪の事態 

６－８ 人材の不足による復旧・復興の大幅な遅れ（３－１０の再掲） 

「起きてはならない最悪の事態」を 

回避するための施策 
脆弱性評価結果 推進方針 重要業績指標 所管 

①建設業の担い手の確保・育成（再掲） 

【３－１０③】 
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２ 分野ごとの国土強靭化推進方針 

 

個別施策分野 

①行政機能等 

ア 行政機能 

３－１① 関係行政機関等による情報共有体制の強化   ３－１１① 市の業務継続体制の強化 

３－１③ 災害時における住民への情報伝達の強化   ３－１１② 庁舎等の耐震化・維持管理 

３－５① 指定緊急避難場所、指定避難所の指定等   ３－１１③ 停電時の行政機能の確保 

３－５② 避難所以外の場所に滞在する被災者への支援   ３－１１④ ＩＣＴ部門における業務継続体制の整備 

３－５③ 福祉避難所開設・運営マニュアルの策定   ３－１４① 市の災害対応力の維持・強化 

３－８① 避難所における良好な生活環境の整備    ３－１４② 避難行動要支援者名簿の作成・個別避難計画の策定 

３－８② 避難所等の役割を果たす公立学校施設の耐災害性強化   

 

イ 消防 

２－４③ 消防団への加入促進      ３－４③ 大規模災害時の消防力の確保 

３－４① 消防施設の機能維持      ３－４⑤ 消防団員の技術力の向上 

３－４② 消防施設における燃料の確保     ３－４⑥ 津波災害時の消防団員の安全確保 

 

ウ 情報通信 

３－１① 関係行政機関等による情報共有体制の強化 

３－１② 秋田県総合防災情報システムによる迅速かつ確実な情報伝達体制の強化 

 

エ 訓練・普及啓発 

２－２① 自主防災活動の充実・強化     ２－２③ 防災教育の充実 

２－２② 防災訓練の充実    
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②住環境・国土保全（インフラ） 

１－２① 道路施設の防災対策、耐震化・老朽化対策   ２－１① 雪下ろし事故防止対策 

１－３② 下水道施設の耐震化・耐水化     ２－５① 住宅の耐震化 

１－４② 公共特定建築物等の耐震化     ２－５② 家具類の固定など室内安全対策 

１－４③ 公営住宅の長寿命化      ２－５③ 住宅用火災警報器の設置 

１－４④ 社会福祉施設等の耐震化     ３－５④ 天井落下防止対策の推進 

１－４⑤ 学校施設の耐震化      ５－６① 高速道路・幹線道路等の整備 

１－４⑥ 指定文化財・史跡の耐震化     ５－６② 羽越本線の高速化の推進 

１－５① 堤防の整備       ５－６④ 鉄道施設の耐震化・防災対策の促進 

１－６① 流域治水対策      ５－８① 水道施設（配水池・管路）の耐震化・老朽化対策 

１－６② 内水浸水対策      ６－２① 下水道に係る業務継続計画策定、施設耐震化・老朽化対策 

１－７① 避難小屋等の強化       

１－７② 土砂災害対策施設の整備      

１－７③ 土砂災害による住宅被害の軽減 

 

③保健医療・福祉 

３－６① 災害医療における医療機関等との連携強化   ３－６③ ドクターヘリの活用による救急医療体制の充実 

３－６② 医療機関での非常時対応体制の確保    ３－７① 感染症対策 

 

④環境・農林水産 

１－８① ため池のハザードマップ作成の推進    １－９③ 治山対策 

１－８② 農業用ため池の整備      ３－９① 災害廃棄物処理体制の構築 

１－９① 農地・農業用施設等の保全管理の推進    ６－７① 農業水利施設の保全管理 

１－９② 森林整備     

 

⑤産業・エネルギー・情報通信 

５－１① 災害時における石油類燃料の確保    ５－３① 電話施設・設備の強化 

５－１② ガス供給施設・設備の強化     ５－３② 災害時における通信手段の確保 

５－２① 危険物施設の防災体制の強化     ５－５① 企業における業務継続体制の強化 
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⑥交通・物流 

１－１② 道の駅における防災拠点機能の確保     ５－４① 停電時の信号機滅灯対策 

２－３① 自助による備蓄の推進     ５－６③ 路線バス等地域公共交通の確保 

３－３① 孤立危険性のある集落との通信手段等の確保   ５－７① 道路の防雪施設の整備 

３－３② 緊急物資の備蓄      ５－７② 暴風雪時における的確な道路管理 

３－３③ 孤立危険性のある集落への接続路線の確保   ５－７③ 道路の除雪体制の確保 

３－１５① 共同備蓄物資の整備      

３－１５② 支援物資の供給等に係る受援体制の構築   

 

 

 

横断的分野 

①地域づくり・リスクコミュニケーション 

１－４① 空き家対策       ３－１２② 高潮ハザードマップの作成 

２－２① 自主防災活動の充実・強化     ３－１２③ 内水ハザードマップの作成 

２－２② 防災訓練の充実       ３－１２④ 避難指示等の発令基準等の策定 

２－２③ 防災教育の充実       ３－１３① 火山防災協議会による火山災害対策 

２－４② 地域コミュニティの維持     ３－１３② 火山避難計画・ハザードマップの作成 

３－２① 液状化ハザードマップの作成     ３－１３③ 火山噴火に対する警戒避難体制の整備 

３－１０① 災害ボランティアセンターの設置・運営   ３－１３④ 土砂災害ハザードマップの作成 

３－１２① 洪水ハザードマップの作成     ３－１３⑤ 避難指示等の発令基準等の策定、警戒避難体制の整備 

 

②老朽化対策 

１－２① 道路施設の防災対策、耐震化・老朽化対策   ６－４① 河川・ダム関連施設の老朽化対策 

６－２① 下水道に係る業務継続計画策定、施設耐震化・老朽化対策 ６－５① 土砂災害対策施設の老朽化対策 

６－２② 汚水処理施設の機能保持・老朽化対策    ６－７① 農業水利施設の保全管理 

６－３① 海岸保全施設（漁港海岸）の老朽化対策    

 

③官民連携 

３－１０② 災害対応に不可欠な建設業との連携    ３－１５② 支援物資の供給等に係る受援体制の構築 

３－１０③ 建設業の担い手の確保・育成     
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④デジタル技術活用 

３－１②  秋田県総合防災情報システムによる迅速かつ確実な情報伝達体制の強化 

３－１５③ 新物資システム（B-PLo）の活用 

４－１①  デジタル技術を活用した上水道の管理 

４－２①  デジタル技術を活用した避難所開設・住家被害認定調査の検討 

４－４①  デジタル技術を活用した河川水位等の観測・情報提供体制の強化 

４－５①  消防分野におけるデジタル等新技術の導入による災害対応力の向上 

 

 


